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監査請求に係る監査結果について 

 

 

平成２８年８月１５日付けで提出された住民監査請求について、地方自治法第２

４２条第４項の規定により、監査の結果を次のとおり通知します。 
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第１ 請求の受付 
 

１ 請求人 

     （略） 

計１９名 

 

２ 請求書の提出日 

  平成２８年８月１５日 

 

３ 請求の要旨 

  請求人提出の日野市職員措置請求書要旨は、次のとおりである。 

 

１） 請求の要旨 

   請求人らは、日野市長が北川原公園専用路（以下「クリーンセンター専

用路」という）整備工事実施設計業務委託契約に基づく支出をしないよう

勧告することを請求する。 

 

２） 請求の理由 

請求人らの申立ては、以下のとおり、北川原公園用地内に、小金井市・

国分寺市からのごみ収集車をクリーンセンターへ通行させるためのクリー

ンセンター専用路を違法に建設しようとしているために、これをやめるよ

う求めるものである。 

（１）北川原公園の沿革 

   北川原公園は、１９７８年当時、「ゴミとし尿の処理場も同じ地域にある

のに加えて、また下水道の処理場を持ち込むのか」という地元住民の被害

感、不満感に応えて、日野市内に住む「同じ市民の間に、加害・被害の格

差をつくらないために、東部地域に豊かな対策と感謝をもってのぞむ」と

いう当時の日野市長の決意に由来する。その決意のもと、豊かな対策は北

川原公園構想として具体化され、１９７９年の日野都市計画公園の変更に

より、日野市大字石田、大字新井、大字万願寺、大字石田各地内の約９．

６ｈａの敷地にテニスコート、野球場、広場を含む公園として決定された。 

   本来、都市計画公園事業は、都市計画決定（都市計画法１８条、１９条）

後、都市計画事業認可（都市計画法５９条）により事業が実施され、都市

公園条例制定（都市公園法１８条）、公告を経て、都市公園法が適用される

公園を建設するものである。北川原公園も、前記１９７９年の都市計画変

更後、１９８３年９月２６日に事業認可され、その後事業認可の公告がな

され、当初の予定どおりに用地取得等の事業が実施された。この事業認可

は、１９８８年２月１０日、１９９３年２月９日と延長のために事業計画

変更認可申請が２回なされ、いったん途切れるも（理由は不明である）、２

００５年１２月２６日に再び事業認可が申請されている。再申請の理由は、

「地域防災計画上及び、計画地周辺の宅地化に伴い、早急に公園整備の必

要性が生じたため」というもので、再申請では、約９.６ｈａのうち約１．
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４ｈａについての事業認可が申請されている。再申請後の事業認可で予算

化された事業費だけでも、２００５～０９年度の５年間で合計１０億２０

５１万９０００円（うち国庫補助４億２１１０万８０００円）であった。 

   日野市は、前記１９７９年の都市計画変更後、北川原公園を上位計画に

位置づけることで、その重要性を何度も確認してきている。具体的には、

１９８２年に「緑のマスタープラン」の中で総合公園として位置づけたの

を皮切りに、２００１年には「みどりの基本計画」の中で地区の骨格軸を

結ぶ緑の拠点として、２００３年には「都市計画マスタープラン」で公園・

緑地として位置づけてきた。 

   東京都も、２０１１年１２月の「都市計画公園・緑地の整備方針」で、「今

後１０年間で優先的に整備する公園・緑地」の「重点公園・緑地」として

北川原公園（６４，２００㎡）を位置づけている。 

   都市公園としての北川原公園の位置（日野市大字下田、大字新井、大字

万願寺、大字石田各地内）・面積（９．６ｈａ）は、前期１９７９年の都市

計画変更から現在に至るまで何ら変更されていない。 

このように、北川原公園は、市内の「迷惑施設」が集中する地元住民へ

の感謝の気持ちを込め、市内最大級の公園として、１９７０年代の終わり

に都市計画決定され、事業認可も経て現在まで整備が進められてきたので

ある。 

（２）北川原公園予定地内にごみ収集車搬入路を作る計画の急浮上 

   日野市は、２０１２年１１月、「可燃ごみの焼却施設を大型化して、小金

井市・国分寺市のごみを受け入れる」という方針を突如打ち出した。大型

化する可燃ごみの焼却施設は、北川原公園予定地に近接する土地に建設が

予定されている。この方針は、８か月前の２０１２年３月市議会で「日野

市単独で、今よりも小さい炉で御近所に迷惑をかけずにやっていきたい」

と表明した当時の日野市長の宣言ともいうべき答弁を覆すものであり、地

元住民の強い反発を招くものであった。しかし、日野市は、方針発表から

わずか４か月後の２０１３年３月１３日、地元住民や市民の反対の声を押

し切って、小金井市・国分寺市との間で、可燃ごみの広域処理に向けた新

施設（以下「クリーンセンター」という。）の建設について「覚書」を締結

した。 

   小金井市・国分寺市からのごみ収集車をクリーンセンターへ搬入するた

めには、北川原公園に接する石田大橋を経由しなければ困難である。しか

し、石田大橋から入ってくるごみ収集車を、多摩川沿いの道路に誘導する

ためには、どうしても北川原公園予定地内に道路を通さなければならない。 

   このため、日野市は、当初、ごみ収集車が北川原公園内を通行するため

の道路を、「兼用工作物」（都市公園法５条の２第１項）として作ることを

検討した。「兼用工作物」とは、都市公園と河川、道路等の施設又は工作物

とが相互に効用を兼ねる施設である。この兼用工作物構想は、２０１６年

の「環境影響評価書案」４７頁にも「公園整備の一環として建設中の道路」

と示されている（なお環境影響評価書案作成の時点で道路が「建設中」な

どという事実はなく環境影響評価書案の記載は事実と異なっている）。 
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  しかし、２０１５年３月１３日、東京都都市整備局・建設局より、北川原

公園内をごみ収集車が通行する道路は「もっぱら公園利用者のための園路

とは言い難く、公園施設とすることについても、たいへん疑問が残る」と

の見解を示され、都市公園と道路の相互の効用を兼ねることができないも

のとされたため、上記兼用工作物構想は頓挫した。 

   そこで、同年１２月、日野市は、やむなく道路の位置づけを見直し、園

路でもなければ認定市道でもない、ごみ収集車だけが通行する「クリーン

センター専用路」を作るとし、それを「３０年間の暫定利用と」すると言

い出したのである。 

   そして、本年６月議会で「北川原公園専用路整備工事実施設計業務委託

料」に関する補正予算が提出され、可決された。 

（３）北川原公園内にクリーンセンター専用路を作ることには何重もの法律違

反がある 

  ① クリーンセンター専用路を作ることに関する現在の日野市の見解 

   今回、日野市は、日野市立公園条例に準じてクリーンセンタ－専用路を

作るので、何ら法的問題はないとの見解を示している。「準じて」について、

日野市長が「準用」と同義であるとの見解を示しているが、その根拠につ

いての説明は皆無である。 

   ちなみに、「準用」とは、ある事柄を規律するためにつくられた法規を、

それと性質を異にする別の事柄に対して、必要な若干の修正を加えてあて

はめることであって、修正を加える点で単なる「適用」とは異なり、法律

上明文をもって指示されている点で解釈上の「類推適用」とは異なるもの

とされる。 

  ② 都市計画法に違反している 

   公園は、道路や大規模団地などと並んで「都市施設」（都市計画法４条５

項。資料２３）とされ、公園を定める主体は、市町村である。 

   告示された都市計画（同法２０条３項）における公園の区域では、都市

計画として決定された都市施設（これを「都市計画施設」という）として、

都市計画施設を実際に整備する事業が進行する。そのため、その整備の事

業の妨げになるような建物の建築は厳しく制限される。このように、都市

計画において公園の位置や面積などが決められた場合、重大な効果が生じ

るので、都市計画における公園計画を変更する必要が生じたときは、遅滞

なく、当該都市計画を変更しなければならず（都市計画法２１条１項）、そ

の際には、公告・縦覧などの手続を取り直すことが求められている（同条

２項）。そして、都市計画における公園に関する都市計画の変更は、「面積

の変更を伴わない位置又は区域の変更」でなければならないとされている

（都市計画法施行規則１３条６号イ）。 

   今回、日野市が作ろうとしているクリーンセンター専用路は、国道２０

号線の両脇の北川原公園予定地を通すことになっている。しかし、クリー

ンセンター専用路は公園施設ではない以上、クリーンセンター専用路が通

る北川原公園予定地内の相当部分は、都市計画法上、都市計画施設として
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の都市公園から外さなければならず、都市計画施設としての都市公園の面

積を大きく減じるという大規模な計画変更を伴わざるを得ない。そのため

には、上記のとおり都市計画変更の手続が必要であるが、現在の日野市は、

クリーンセンター専用路を設けるための都市計画変更の手続を一切とろう

としていない。都市計画変更の手続を経ないで北川原公園の面積を減じさ

せることは、都市計画法２１条１項に明らかに反し、違法である。 

   また、北川原公園に関する都市計画の変更は、面積の変更を伴わない位

置又は区域の変更でなければならないが、北川原公園予定地の隣接地に代

替地はなく、都市計画における公園に関する都市計画の変更も事実上でき

ない状態であって、都市計画法第２１条第１項違反の違法は治癒されるこ

とはない。 

③ 日野市立公園条例に準じてはできない 

   日野市立公園条例は、都市公園法に基づいて定められたものである（日

野市立公園条例１条）。北川原公園は未だ公園として完成しておらず公告も

なされていない以上、都市公園法の適用も日野市立公園条例の適用はない。

そして、日野市が日野市立公園条例に「準じて」クリーンセンター専用路

を作るという際の「準じて」（現在の日野市長の発言に基づけば「準用」で

ある）に、そもそも法的根拠はない。 

   仮に、クリーンセンター専用路を作る根拠が、日野市立公園条例に「準

じる」ことに求めるのであれば、日野市立公園条例の根拠である都市公園

法にも「準じる」必要があることは、日野市の見解からすれば当然の理解、

解釈であろう。 

   ところで、上記で述べたとおり、都市公園法５条の２第１項は、「兼用工

作物」を定めているが、クリーンセンター専用路が都市公園と道路の相互

の効用を兼ねることができない施設であることは、東京都都市整備局・建

設局の見解からすでに明らかである。「兼用工作物」としてすら認められな

いクリーンセンター専用路を、日野市立公園条例に「準じて」作ろうとす

ることは、都市公園法５条の２第１項の趣旨に明らかに反し、同法を潜脱

するものである。 

   また、都市公園法７条は、「公園管理者は、前条第一項又は第三項の許可

の申請に係る工作物その他の物件又は施設が次の各号に掲げるものに該当

し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必

要やむを得ないと認められるものであって、政令で定める技術的基準に適

合する場合に限り、前条第一項又は第三項の許可を与えることができる」

と定め、同条３号で、「通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類す

る施設で地下に設けられるもの」と定めている。また、同条７号は、「前各

号に掲げるもののほか、政令で定める工作物その他の物件又は施設」と定

め、都市公園法施行令１２条では、通路に該当するものとしては第３号で

「橋並びに道路、鉄道及び軌道で高架のもの」を定めている。日野市が作

ろうとしているクリーンセンター専用路は、まさに同条３号の「通路」又

は同条７号・施行令１２条３号の「道路」に該当するものである。とすれ

ば、都市公園法に「準じて」、クリーンセンター専用路は地下に作るか又は
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高架としなければそもそも認められないものである。「地下」又は「高架」

でしか認められない通路等に該当するクリーンセンター専用路を、日野市

立公園条例に「準じて」北川原公園予定地の土地上に作ろうとすることは、

都市公園法７条３号及び都市公園法施行令１２条３号の趣旨に明らかに反

し、都市公園法の潜脱に他ならない。 

   このように、日野市が進めている北川原公園予定地の土地上にクリーン

センター専用路を作ることは、都市公園法の趣旨に明らかに反し、都市公

園法の潜脱行為に他ならないのである。 

④ 地方自治法にも反して違法である 

   地方自治法２３８条の４第７項は、「行政財産は、その用途又は目的を妨

げない限度においてその使用を許可することができる」と定め、行政財産

の目的外使用を認めている。しかし、北川原公園用地にごみ収集車を通行

させるクリーンセンター専用路を作ることは、公園予定地の用途を妨げる

ばかりか、クリーンセンター専用路ができることによって公園の整備が止

まってしまうという事態を招くことは明らかである。したがって、北川原

公園用地にクリーンセンター専用路を作ることは、行政財産の用途、目的

を妨げるものであって、行政財産の目的外使用が許される場合に当たらず、

地方自治法２３８条の４第７項に明らかに反し、違法である。 

   また、同法１４９条６号は、長の権限として「財産を取得し、管理し、

及び処分すること」をあげているが、ここでいう「管理」は、「その財産の

移転又は消滅を生ずることなくその性質を変更しない範囲内において使用

し、収益し、維持改良し、信託し、時効を中断する等の法律上及び事実上

の行為」をいう（松本英昭『新版 逐条地方自治法［第７次改訂版］』（学

陽書房・２０１３）５１７頁）。しかし、北河原公園予定地にクリーンセン

ター専用路を作ることは、公園用地としての性質を変更してしまう行為で

あることは明らかであるから、長の権限としての財産管理に当たらない。

したがって、同法１４９条６号に反し、違法である。 

⑤ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律違反 

   北川原公園については、これまでに国と都から２億８４００万円もの補

助金が投入されてきた。 

   補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律３条２項は、「補助事業

者等及び間接補助事業者等は、補助金等が国民から徴収された税金その他

の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、法令の定及び補助

金等の交付の目的又は間接補助金等の交付若しくは融通の目的に従って誠

実に補助事業等または間接補助事業等を行うように努めなければならな

い」と定め、補助金を受けた事業は、補助金を受けた趣旨のとおりに事業

を行うことを求めている。 

   しかし、北川原公園用地にクリーンセンター専用路を作ることは、ごみ

収集車を通行させるためであって、これまで多額の補助金を受けてきた北

川原公園事業のためではなく、補助金の目的にも反する。したがって、ク

リーンセンター専用路を作ることは、補助金等に係る予算の執行の適正化

に関する法律３条２項にも反し、違法である。 
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（４）結論 

   北川原公園内にクリーンセンター専用路を作ることは、尐なくとも３０

年もの間（そして現在のところ３０年で終わる保証は何もない）、日野都市

計画上の都市公園である北川原公園の一部を、都市計画法が求める手続を

何ら取らないまま通路にしようとする違法な行為である。また、日野市立

公園条例に「準じて」クリーンセンター専用路を作ることは、都市公園法

の潜脱行為であり、都市公園法の趣旨を踏みにじる違法な行為でもある。

都市公園を道路にしてしまうことは、地方自治法、補助金等に係る予算の

執行の適正化に関する法律の求める行政財産を目的どおり使用すべきとの

要請にも反し違法である。 

   ここで、なぜ日野市はこのような明らかに違法なクリーンセンター専用

路を作る方針に立ち至ってしまったのかを、改めて考えなければならない。

その原因は、言うまでもなく、日野市が、従前の日野市長の「日野市単独

で、いまより小さい炉で御近所に迷惑をかけずにやっていきたい」との宣

言を突如として覆し、２０１２年１１月に「可燃ごみの焼却施設を大型化

して、小金井市・国分寺市のごみを受け入れる」との方針に転換し、その

４ヶ月後の２０１３年３月１３日に、市民の反対を押し切って小金井市・

国分寺市との間で可燃ごみ処理の広域化とそれに伴う新施設の建設につい

ての覚書を取り交わしてしまったことによる。このような、従前の方針と

の連続性を欠く急激な方針転換が、結局、その実現のためには違法行為を

強行しなければつじつまを合わせられないという今回の状況を招いたので

ある。そして、その違法行為を強行することは、日野市が地域住民の被害

感、不満感に応えて、３０年以上もの間、国庫補助金・補助金・市費合わ

せて１８億９４００万円も投入して北川原公園を都市計画施設として整備

しようと正当に実施してきたことに真っ向から反する結果ともなっている。

２０１２年３月市議会での「日野市単独で、いまより小さい炉で御近所に

迷惑をかけずにやっていきたい」との従前の方針どおりであれば、そもそ

も今回のような問題は起こるはずもなかったものである。 

   ３市の可燃ごみを受け入れるための可燃ごみの焼却施設の大型化のしわ

寄せを、このような重大かつ明白な違法行為を犯してまで強行しようとす

ることは、法治行政の原理に反するもので到底許されるものではない。 

   作ることが違法行為でしかないクリーンセンター専用路のための予算が、

２０１６年６月の日野市議会で可決された。いまやクリーンセンター専用

路を作るための契約が締結されることが確実に予測される。しかし、かか

る専用路を作ることが違法である以上、専用路を作るための契約行為も違

法であることは明らかである。法令遵守のもと、なぜ、北川原公園が都市

計画施設として整備されることになったのかという点、また、日野市にお

けるごみ処理のあり方をいかにすべきかという点、さらには、３市のごみ

処理の方法についても検討する住民自治の視点を貫き、適法な解決を目指

すべきときである。 

   よって、上記のクリーンセンター専用路整備工事実施設計業務委託契約

が既に締結されている場合には、当該契約に基づく支出をしないよう勧告
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することを請求する。 

 

４ 請求の要件審査 

  本件請求について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」と

いう。）第２４２条の所定の要件を具備しているものと認め、これを受理した。 

  なお、請求人１９名について、住民票の写しにより日野市内に住所を有す

るものであることを確認した。 

 

 

第２ 監査の実施 

 

１ 監査対象事項 

  本件請求については、先に異なる住民から請求され、平成２８年７月１５

日付けで受理し、監査を実施してきた住民監査請求（以下「先の請求」とい

う。）と全く同一の内容である。 

したがって、監査対象事項は次のとおりとした。 

 

１）請求の要旨に関すること 

   日野市長が北川原公園専用路整備工事実施設計業務委託契約に基づく支

出をしないよう勧告することについて 

２）請求の理由に関すること 

（１）クリーンセンター専用路を作ることは、法第２３８条の４第７項に定

める行政財産の目的外使用が許される場合に該当するか、また、法第１

４９条６号に定める長の権限としての財産管理に当たるかについて 

（２）補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第３条第２項に違反

するかについて 

 

先の請求と同様に、都市計画法、都市公園法、日野市立公園条例等に基づ

く行政手続きの是非に関する主張については、非財務的見地から行われてい

るものというべきものであって、法第２４２条第１項に規定されている住民

監査請求の対象となる財務会計上の行為とは認められないため監査の対象

とはしなかった。 

 

２ 監査対象部課 

  環境共生部 施設課、緑と清流課 

  まちづくり部 都市計画課 

  総務部 財産管理課 

を監査対象とした。 

 

３ 請求人の証拠の提出及び陳述の機会 

  請求人に対して、法第２４２条第６項の規定に基づき、新たな証拠の提出

及び陳述の機会を与えた。 
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平成２８年８月３１日に陳述を行い、請求人１９名の内、３名が出席し、

本件請求の趣旨の補足を行った。また、請求人２名が委任状を提出し、代理

人２名が補足説明を行った。その際、新たな資料を追加提出した。 

なお、法第２４２条第７項の規定に基づき、関係職員を立ち会わせた。 

 

４ 関係職員の陳述の聴取、関係証拠書類の調査、現地確認等について 

  先の請求と同一内容であるため行わなかった。 

 

 

第３ 監査の結果 
 

  行政実例（昭和３４年３月１９日）によれば、住民監査請求は、同一事件

について二個以上の請求がなされた場合、請求人が異なる以上「一事不再議」

の原則を援用することはできないが、一個の請求について行った監査の結果

に基づいて請求に係る事実がないと認められるときは、他の請求について改

めて監査を行うことなく、その旨を請求人に通知すれば足りるものであると

されている。 

  したがって、本請求については、先の請求に係る監査結果である平成２８

年９月６日付け、日監第６１号、監査請求に係る監査結果についての写しを

もって監査の結果とする。 
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参考資料 日野市職員措置請求書等（原文のまま掲載） 

 

 

 

日野市職員措置請求書 

 

日野市監査委員 御中 

 

２０１６年８月１５日 

 

請求人 別紙請求人目録記載のとおり 

 

 地方自治法第２４２条第１項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求

します。 

 

第１ 請求の要旨 

 請求人らは、 

 日野市長が北川原公園専用路（以下「クリーンセンター専用路」という）整備工事実施

設計業務委託契約に基づく支出をしないよう勧告する 

ことを請求する。 

 

第２ 請求の理由 

請求人らの申立ては、以下のとおり、北川原公園用地内に、小金井市・国分寺市からの

ごみ収集車をクリーンセンターへ通行させるためのクリーンセンター専用路を違法に建設

しようとしているために、これをやめるよう求めるものである。 

 １ 北川原公園の沿革 

 北川原公園は、１９７８年当時、「ゴミとし尿の処理場も同じ地域にあるのに加えて、ま

た下水道の処理場を持ち込むのか」という地元住民の被害感、不満感に応えて、日野市内

に住む「同じ市民の間に、加害・被害の格差をつくらないために、東部地域に豊かな対策

と感謝をもってのぞむ」（資料１）という当時の日野市長の決意に由来する。その決意のも

と、豊かな対策は北川原公園構想として具体化され、１９７９年の日野都市計画公園の変

更により、日野市大字石田、大字新井、大字万願寺、大字石田各地内の約９．６ｈａの敷

地にテニスコート、野球場、広場を含む公園として決定された（資料２、資料３）。 

 本来、都市計画公園事業は、都市計画決定（都市計画法１８条、１９条）後、都市計画

事業認可（都市計画法５９条）により事業が実施され、都市公園条例制定（都市公園法１

８条）、公告を経て、都市公園法が適用される公園を建設するものである（資料４）。北川

原公園も、前記１９７９年の都市計画変更後、１９８３年９月２６日に事業認可され（資

料５）、その後事業認可の公告がなされ、当初の予定どおりに用地取得等の事業が実施され

た。この事業認可は、１９８８年２月１０日（資料６）、１９９３年２月９日（資料７）と

延長のために事業計画変更認可申請が２回なされ、いったん途切れるも（理由は不明であ

る）、２００５年１２月２６日に再び事業認可が申請されている（資料８）。再申請の理由

は、「地域防災計画上及び、計画地周辺の宅地化に伴い、早急に公園整備の必要性が生じた

ため」（資料９）というもので、再申請では、約９.６ｈａのうち約１．４ｈａについての

事業認可が申請されている。再申請後の事業認可で予算化された事業費だけでも、２００

５～０９年度の５年間で合計１０億２０５１万９０００円（うち国庫補助４億２１１０万

８０００円）であった（資料９）。 

 日野市は、前記１９７９年の都市計画変更後、北川原公園を上位計画に位置づけること

で、その重要性を何度も確認してきている。具体的には、１９８２年に「緑のマスタープ
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ラン」の中で総合公園として位置づけたのを皮切りに、２００１年には「みどりの基本計

画」の中で地区の骨格軸を結ぶ緑の拠点として、２００３年には「都市計画マスタープラ

ン」で公園・緑地として位置づけてきた（資料１０）。 

 東京都も、２０１１年１２月の「都市計画公園・緑地の整備方針」で、「今後１０年間で

優先的に整備する公園・緑地」の「重点公園・緑地」として北川原公園（６４，２００㎡）

を位置づけている（資料１１）。 

 都市公園としての北川原公園の位置（日野市大字下田、大字新井、大字万願寺、大字石

田各地内）・面積（９．６ｈａ）は、前期１９７９年の都市計画変更から現在に至るまで何

ら変更されていない（資料１２）。 

このように、北川原公園は、市内の「迷惑施設」が集中する地元住民への感謝の気持ちを

込め、市内最大級の公園として、１９７０年代の終わりに都市計画決定され、事業認可も

経て現在まで整備が進められてきたのである。 

 ２ 北川原公園予定地内にごみ収集車搬入路を作る計画の急浮上 

 日野市は、２０１２年１１月、「可燃ごみの焼却施設を大型化して、小金井市・国分寺市

のごみを受け入れる」という方針を突如打ち出した。大型化する可燃ごみの焼却施設は、

北川原公園予定地に近接する土地に建設が予定されている。この方針は、８か月前の２０

１２年３月市議会で「日野市単独で、今よりも小さい炉で御近所に迷惑をかけずにやって

いきたい」（資料１３）と表明した当時の日野市長の宣言ともいうべき答弁を覆すものであ

り、地元住民の強い反発を招くものであった。しかし、日野市は、方針発表からわずか４

か月後の２０１３年３月１３日、地元住民や市民の反対の声を押し切って、小金井市・国

分寺市との間で、可燃ごみの広域処理に向けた新施設（以下「クリーンセンター」という。）

の建設について「覚書」（資料１４）を締結した。 

 小金井市・国分寺市からのごみ収集車をクリーンセンターへ搬入するためには、北川原

公園に接する石田大橋を経由しなければ困難である。しかし、石田大橋から入ってくるご

み収集車を、多摩川沿いの道路に誘導するためには、どうしても北川原公園予定地内に道

路を通さなければならない。 

 このため、日野市は、当初、ごみ収集車が北川原公園内を通行するための道路を、「兼用

工作物」（都市公園法５条の２第１項）として作ることを検討した（資料１５、資料１６）。

「兼用工作物」とは、都市公園と河川、道路等の施設又は工作物とが相互に効用を兼ねる

施設である。この兼用工作物構想は、２０１６年の「環境影響評価書案」４７頁にも「公

園整備の一環として建設中の道路」と示されている（資料１７、なお環境影響評価書案作

成の時点で道路が「建設中」などという事実はなく環境影響評価書案の記載は事実と異な

っている）。 

 しかし、２０１５年３月１３日、東京都都市整備局・建設局より、北川原公園内をごみ

収集車が通行する道路は「もっぱら公園利用者のための園路とは言い難く、公園施設とす

ることについても、たいへん疑問が残る」との見解を示され（資料１８）、都市公園と道路

の相互の効用を兼ねることができないものとされたため、上記兼用工作物構想は頓挫した。 

 そこで、同年１２月、日野市は、やむなく道路の位置づけを見直し、園路でもなければ

認定市道でもない、ごみ収集車だけが通行する「クリーンセンター専用路」を作るとし、

それを「３０年間の暫定利用と」すると言い出したのである（資料１９、資料２０）。 

 そして、本年６月議会で「北川原公園専用路整備工事実施設計業務委託料」に関する補

正予算が提出され、可決された（資料２１）。 

 ３ 北川原公園内にクリーンセンター専用路を作ることには何重もの法律違反がある 

 （1） クリーンセンター専用路を作ることに関する現在の日野市の見解 

  今回、日野市は、日野市立公園条例に準じてクリーンセンタ－専用路を作るので、何

ら法的問題はないとの見解を示している（資料２２）。「準じて」について、日野市長が

「準用」と同義であるとの見解を示しているが、その根拠についての説明は皆無である。 

  ちなみに、「準用」とは、ある事柄を規律するためにつくられた法規を、それと性質を
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異にする別の事柄に対して、必要な若干の修正を加えてあてはめることであって、修正

を加える点で単なる「適用」とは異なり、法律上明文をもって指示されている点で解釈

上の「類推適用」とは異なるものとされる。 

 （2） 都市計画法に違反している 

公園は、道路や大規模団地などと並んで「都市施設」（都市計画法４条５項。資料２３）

とされ、公園を定める主体は、市町村である。 

  告示された都市計画（同法２０条３項）における公園の区域では、都市計画として決

定された都市施設（これを「都市計画施設」という）として、都市計画施設を実際に整

備する事業が進行する。そのため、その整備の事業の妨げになるような建物の建築は厳

しく制限される。このように、都市計画において公園の位置や面積などが決められた場

合、重大な効果が生じるので、都市計画における公園計画を変更する必要が生じたとき

は、遅滞なく、当該都市計画を変更しなければならず（都市計画法２１条１項）、その際

には、公告・縦覧などの手続を取り直すことが求められている（同条２項）。そして、都

市計画における公園に関する都市計画の変更は、「面積の変更を伴わない位置又は区域の

変更」でなければならないとされている（都市計画法施行規則１３条６号イ。資料２４）。 

  今回、日野市が作ろうとしているクリーンセンター専用路は、国道２０号線の両脇の

北川原公園予定地を通すことになっている。しかし、クリーンセンター専用路は公園施

設ではない以上、クリーンセンター専用路が通る北川原公園予定地内の相当部分は、都

市計画法上、都市計画施設としての都市公園から外さなければならず、都市計画施設と

しての都市公園の面積を大きく減じるという大規模な計画変更を伴わざるを得ない。そ

のためには、上記のとおり都市計画変更の手続が必要であるが、現在の日野市は、クリ

ーンセンター専用路を設けるための都市計画変更の手続を一切とろうとしていない。都

市計画変更の手続を経ないで北川原公園の面積を減じさせることは、都市計画法２１条

１項に明らかに反し、違法である。 

  また、北川原公園に関する都市計画の変更は、面積の変更を伴わない位置又は区域の

変更でなければならないが、北川原公園予定地の隣接地に代替地はなく、都市計画にお

ける公園に関する都市計画の変更も事実上できない状態であって、都市計画法第２１条

第１項違反の違法は治癒されることはない。 

 （3） 日野市立公園条例に準じてはできない 

  日野市立公園条例（資料２５）は、都市公園法（資料２６）に基づいて定められたも

のである（日野市立公園条例１条）。北川原公園は未だ公園として完成しておらず公告も

なされていない以上、都市公園法の適用も日野市立公園条例の適用はない。そして、日

野市が日野市立公園条例に「準じて」クリーンセンター専用路を作るという際の「準じ

て」（現在の日野市長の発言に基づけば「準用」である）に、そもそも法的根拠はない。 

  仮に、クリーンセンター専用路を作る根拠が、日野市立公園条例に「準じる」ことに

求めるのであれば、日野市立公園条例の根拠である都市公園法にも「準じる」必要があ

ることは、日野市の見解からすれば当然の理解、解釈であろう。 

  ところで、上記で述べたとおり、都市公園法５条の２第１項は、「兼用工作物」を定め

ているが、クリーンセンター専用路が都市公園と道路の相互の効用を兼ねることができ

ない施設であることは、東京都都市整備局・建設局の見解からすでに明らかである。「兼

用工作物」としてすら認められないクリーンセンター専用路を、日野市立公園条例に「準

じて」作ろうとすることは、都市公園法５条の２第１項の趣旨に明らかに反し、同法を

潜脱するものである。 

  また、都市公園法７条は、「公園管理者は、前条第一項又は第三項の許可の申請に係る

工作物その他の物件又は施設が次の各号に掲げるものに該当し、都市公園の占用が公衆

のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであっ

て、政令で定める技術的基準に適合する場合に限り、前条第一項又は第三項の許可を与

えることができる」と定め、同条３号で、「通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これら
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に類する施設で地下に設けられるもの」と定めている。また、同条７号は、「前各号に掲

げるもののほか、政令で定める工作物その他の物件又は施設」と定め、都市公園法施行

令１２条（資料２７）では、通路に該当するものとしては第３号で「橋並びに道路、鉄

道及び軌道で高架のもの」を定めている。日野市が作ろうとしているクリーンセンター

専用路は、まさに同条３号の「通路」又は同条７号・施行令１２条３号の「道路」に該

当するものである。とすれば、都市公園法に「準じて」、クリーンセンター専用路は地下

に作るか又は高架としなければそもそも認められないものである。「地下」又は「高架」

でしか認められない通路等に該当するクリーンセンター専用路を、日野市立公園条例に

「準じて」北川原公園予定地の土地上に作ろうとすることは、都市公園法７条３号及び

都市公園法施行令１２条３号の趣旨に明らかに反し、都市公園法の潜脱に他ならない。 

  このように、日野市が進めている北川原公園予定地の土地上にクリーンセンター専用

路を作ることは、都市公園法の趣旨に明らかに反し、都市公園法の潜脱行為に他ならな

いのである。 

 （4）地方自治法にも反して違法である 

  地方自治法２３８条の４第７項は、「行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度に

おいてその使用を許可することができる」と定め、行政財産の目的外使用を認めている

（資料２８）。しかし、北川原公園用地にごみ収集車を通行させるクリーンセンター専用

路を作ることは、公園予定地の用途を妨げるばかりか、クリーンセンター専用路ができ

ることによって公園の整備が止まってしまうという事態を招くことは明らかである。し

たがって、北川原公園用地にクリーンセンター専用路を作ることは、行政財産の用途、

目的を妨げるものであって、行政財産の目的外使用が許される場合に当たらず、地方自

治法２３８条の４第７項に明らかに反し、違法である。 

  また、同法１４９条６号は、長の権限として「財産を取得し、管理し、及び処分する

こと」をあげているが、ここでいう「管理」は、「その財産の移転又は消滅を生ずること

なくその性質を変更しない範囲内において使用し、収益し、維持改良し、信託し、時効

を中断する等の法律上及び事実上の行為」をいう（松本英昭『新版 逐条地方自治法［第

７次改訂版］』（学陽書房・２０１３）５１７頁）。しかし、北河原公園予定地にクリーン

センター専用路を作ることは、公園用地としての性質を変更してしまう行為であること

は明らかであるから、長の権限としての財産管理に当たらない。したがって、同法１４

９条６号に反し、違法である。 

 （5）補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律違反 

  北川原公園については、これまでに国と都から２億８４００万円もの補助金が投入さ

れてきた（資料２９）。 

  補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律３条２項は、「補助事業者等及び間接

補助事業者等は、補助金等が国民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれ

るものであることに留意し、法令の定及び補助金等の交付の目的又は間接補助金等の交

付若しくは融通の目的に従って誠実に補助事業等または間接補助事業等を行うように努

めなければならない」と定め（資料３０）、補助金を受けた事業は、補助金を受けた趣旨

のとおりに事業を行うことを求めている。 

  しかし、北川原公園用地にクリーンセンター専用路を作ることは、ごみ収集車を通行

させるためであって、これまで多額の補助金を受けてきた北川原公園事業のためではな

く、補助金の目的にも反する。したがって、クリーンセンター専用路を作ることは、補

助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律３条２項にも反し、違法である。 

 ４ 結  論 

  北川原公園内にクリーンセンター専用路を作ることは、尐なくとも３０年もの間（そ

して現在のところ３０年で終わる保証は何もない）、日野都市計画上の都市公園である北

川原公園の一部を、都市計画法が求める手続を何ら取らないまま通路にしようとする違

法な行為である。また、日野市立公園条例に「準じて」クリーンセンター専用路を作る
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ことは、都市公園法の潜脱行為であり、都市公園法の趣旨を踏みにじる違法な行為でも

ある。都市公園を道路にしてしまうことは、地方自治法、補助金等に係る予算の執行の

適正化に関する法律の求める行政財産を目的どおり使用すべきとの要請にも反し違法で

ある。 

  ここで、なぜ日野市はこのような明らかに違法なクリーンセンター専用路を作る方針

に立ち至ってしまったのかを、改めて考えなければならない。その原因は、言うまでも

なく、日野市が、従前の日野市長の「日野市単独で、いまより小さい炉で御近所に迷惑

をかけずにやっていきたい」との宣言を突如として覆し、２０１２年１１月に「可燃ご

みの焼却施設を大型化して、小金井市・国分寺市のごみを受け入れる」との方針に転換

し、その４ヶ月後の２０１３年３月１３日に、市民の反対を押し切って小金井市・国分

寺市との間で可燃ごみ処理の広域化とそれに伴う新施設の建設についての覚書を取り交

わしてしまったことによる。このような、従前の方針との連続性を欠く急激な方針転換

が、結局、その実現のためには違法行為を強行しなければつじつまを合わせられないと

いう今回の状況を招いたのである。そして、その違法行為を強行することは、日野市が

地域住民の被害感、不満感に応えて、３０年以上もの間、国庫補助金・補助金・市費合

わせて１８億９４００万円（資料２９）も投入して北川原公園を都市計画施設として整

備しようと正当に実施してきたことに真っ向から反する結果ともなっている。２０１２

年３月市議会での「日野市単独で、いまより小さい炉で御近所に迷惑をかけずにやって

いきたい」との従前の方針どおりであれば、そもそも今回のような問題は起こるはずも

なかったものである。 

  ３市の可燃ごみを受け入れるための可燃ごみの焼却施設の大型化のしわ寄せを、この

ような重大かつ明白な違法行為を犯してまで強行しようとすることは、法治行政の原理

に反するもので到底許されるものではない。 

  作ることが違法行為でしかないクリーンセンター専用路のための予算が、２０１６年

６月の日野市議会で可決された。いまやクリーンセンター専用路を作るための契約が締

結されることが確実に予測される。しかし、かかる専用路を作ることが違法である以上、

専用路を作るための契約行為も違法であることは明らかである。法令遵守のもと、なぜ、

北川原公園が都市計画施設として整備されることになったのかという点、また、日野市

におけるごみ処理のあり方をいかにすべきかという点、さらには、３市のごみ処理の方

法についても検討する住民自治の視点を貫き、適法な解決を目指すべきときである。 

  よって、上記のクリーンセンター専用路整備工事実施設計業務委託契約が既に締結さ

れている場合には、当該契約に基づく支出をしないよう勧告することを請求する。 

 

 

事実証明書 

 

資料 1  「地域感情に応える理解を下水事業基本方針決まる」と題する図書（抜粋） 

資料２  日野都市計画公園の変更（東京都知事決定） 

資料３  日野都市計画公園計画図第五・四・二号 

資料４  都市公園の設置手続き 

資料５  昭和５８年９月２６日付事業認可決定 

資料６  昭和６３年２月１０日付事業計画変更認可申請書 

資料７  平成５年２月９日付事業計画変更認可申請書 

資料８  平成１７年１２月２６日付都市計画事業認可申請書 

資料９  北川原公園設計の概要を表示する図書（抜粋） 

資料１０ 北川原公園の位置づけ 

資料１１ 市町事業 「重点公園・緑地」、「優先整備区域」一覧 

資料１２ 用途地域図 
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資料１３ ２０１２．０３.２１：平成２４年度一般会計予算特別委員会 本文 

資料１４ 覚書 

資料１５ 日野市クリーンセンター建設計画に伴う周辺環境整備について 

資料１６ 報告書 

資料１７ 関係車両の主要な走行ルート 

資料１８ 北川原公園内の市道の取り扱い方針について 

資料１９ 北川原公園整備に伴う搬入路整備について 

資料２０ 基本整備イメージ 

資料２１ 予算書 

資料２２ 環境まちづくり委員会での専用路問題質問と答弁 

資料２３ 都市計画法（抜粋） 

資料２４ 都市計画法施行規則 

資料２５ 日野市立公園条例 

資料２６ 都市公園法 

資料２７ 都市公園法施工令 

資料２８ 地方自治法（抜粋） 

資料２９ 議事録 

資料３０ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 

以上 

 

 
請求者 

    （略） 

 

 


